
建設発生土を扱う際の手続きについて

令和８年４月

香川県土木部技術企画課



「建設工事から発生する土の搬出先の明確化等」に伴う制度について

盛土をめぐる現状
・静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、
土石流が発生（R3.7）

危険な盛土等を防止するための法改正
【R4まで】再生資源利用促進計画書の作成・保存を義務付け（R5以降も継続）

＋
【R5.5.1施行】
・計画書保存期間の延長（１年→５年）
・建設現場への掲示を義務化

【R5.5.26施行】
・受注者が計画書を作成するとき、あらかじめ土壌汚染対策法や盛土規制法等の
手続き状況等を確認。現場掲示も必要。（手続き自体は発注者が行う。）

・土を受け取った場合は、受領書を交付。

国土交通省HP



１．再生資源の搬入または指定副産物の搬出前に実施すること【受注者】
○再生資源利用（促進）計画書、確認結果票
・再生資材を使用または指定副産物を搬出する場合、
香川県土木部発注工事では、搬入・搬出量の大小に関わらず、
全ての工事で計画書を作成し、監督員に説明・現場掲示。

・建設発生土を搬出する場合、
香川県土木部発注工事では、搬出量の大小に関わらず、
上記計画書の添付資料として確認結果票を作成し、監督員に説明・現場掲示。

２．建設発生土の搬入後または搬出後に実施すること【発注者・受注者】
○受領書
・建設発生土を計画書に記載した搬出先に搬出する場合、
搬出先の管理者に対して受領書の交付を求める。
土を受け取った管理者は、受領書を交付。

・香川県土木部では、県管理ストックヤードも対象。（５年間保存）

３．工事完成後に実施すること【受注者】
○保存期間
・計画書および受領書は、５年間保存が必要。



確認結果票について

解説・様式・記載例は下記に掲載。
HP＞土木監理課＞公共工事の入札・契約＞各種様式集＞施工・監督・検査
https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/nyusatu/koji/yousiki1.html

再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●工事

元請建設工事事業者等 （株）○○○○○○○○○○

作成・更新年月日 2023/5/30 工事責任者 ○○　○○

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
結果
区分

②

建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ 確認結果 詳細

1 規制未指定
［公共施設用地等］分類：道路
管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所

2 盛土許可等
盛土規制法第２１条届出
令和●年●月●日届出（●●県）
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

3

4

5

6

注）　結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる

搬出先名称

●●●●●●道路改良工事

●●●●ストックヤード

工事名

工区等 確認結果

工事区域 手続確認済（搬出可能）

(目的) 工事場所が
土壌汚染対策法の届出
が完了している土地か、
または届出の必要がな
い土地かを確認する。

(目的)搬出先がどういう
土地かを確認する。

・再生資源利用（促進）計画書の添付資料として、確認結果票を作成し、現場掲示が必要。
・香川県土木部発注工事では、発生量の大小に関わらず、建設発生土が発生する全ての工事
（現場内利用も含む）で必要。

詳しくはこちらを
ご確認ください。


